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【資料１】
「中間的な整理」を踏まえた対応状況（報告）

医療扶助・健康管理支援等に関する検討会（第５回）
資料１

令和８年５月15日



● 「中間的な整理」を踏まえた工程表と

本検討会の当面の進め方

● これまでの対応状況

１．効果的な健康管理支援

２．医薬品の適正使用や適正受診に向けた取組等

３．医療扶助・健康管理支援や介護扶助における

デジタル化やデータ活用 → 本日の議題２

４．実施体制の構築・強化
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医療扶助・健康管理支援等に関する検討会「中間的な整理」 （令和 7年 1 2月 1 7日）

• 生活保護受給者の医療扶助・健康管理支援等に関する「当面の取組」と「中長期的な方向性」について議論し、検討状況をとりまとめ。

• 「引き続き検討」とされた内容については、厚生労働省において実態把握等を進めつつ、本検討会でさらに議論を深めていく。

• 医療扶助等の給付手続をデジタル化・効率化

●オンライン資格確認の活用促進（業務効率化、利用登録の勧奨）

●給付手続の効率化や更なるオンライン化に向け、引き続き検討

• レセプト・健診情報等の効率的・効果的な活用方策について、引き続き検討

医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用

• 生活保護受給者は、国民全体よりもさらに高齢化が進行。単身世帯・非稼働世帯の割合が高く、孤独・孤立や精神面の不調など個々が抱える課題は様々。
糖尿病等の外来受療率が高く、外来の受診日数や処方される医薬品の種類数は多い傾向。

• 日常生活面の自立や就労・社会参加に向け、健康課題・生活課題の早期把握や課題に応じた支援を強化。併せて、適正受診や医薬品の適正使用等も推進。

• 福祉事務所と庁内関係部署や地域の医療関係者等との連携を推進。デジタル活用等を通じた業務効率化や取組の重点化を通じて、限られた人的体制を有効活用。

検討に当たっての視点

• 福祉事務所による重複・多剤投与対策を強化

●文書を活用した対応（文書通知等）
対象者 ： 重複投薬、多剤投与（６種類以上かつ複数医療機関受診）

●重点的な対応（対面指導、薬局への同行支援等）
対象者 ： 重複投薬、多剤投与（15種類以上かつ複数医療機関受診）

＊当該対策について、福祉事務所の実施体制等に鑑み、薬学的リスク等を踏まえ、
対象者の中で、さらなる「優先順位付け」を実施

• 医療現場における医薬品の適正使用に向けた対応を推進

●医療機関の受診時/薬局利用時にお薬手帳（１冊限定）の持参を原則とする

●医療機関・薬局は、お薬手帳の確認や電子処方箋等による薬剤情報の閲覧を
通じて、服薬状況等の確認を行うこととする

医薬品の適正使用や適正受診等

• 保健師等の専門職との協働や「都道府県による市町村支援」を推進

• 地域の医療関係者との間で、医療扶助等に関する課題・取組等を認識共有

実施体制の構築・強化

• 頻回受診の背景要因に応じた適切な対応を推進

●オン資システムの実績ログ機能を活用した頻回受診傾向の早期把握

●多様な社会参加の機会の案内・勧奨等を積極的に実施

• 効率的・効果的な実施に向けた枠組みを構築

●被保護者健康管理支援事業との一体的な運用について、引き続き検討

●地域の状況（指導対象者の減少等）に応じた取組の重点化を可能とする

• 患者の状態に応じた必要な医療の提供に向け、新たな対応を実施・検討

●「かかりつけ医」等の普及啓発・推進方策について、引き続き検討

●医療扶助の訪問看護について、適切な実施に向けて実態把握や個別指導を実施

●NDBデータの分析等を通じて実態・課題を整理しつつ、投薬・診療等に係るガ
イドラインや基準・ルールの設定について、引き続き検討

• 中長期的な視点で事業企画や効果評価を行う枠組みに標準化

●計画的な実施（１期６年） ●評価指標の標準化 ●国による丁寧な技術的支援

• 事業内容を「３つの柱」に標準化、「取組例」を拡充・多様化

 ①健康状態の把握 ：健診受診勧奨、生活習慣の把握（質問票の活用） 等

 ②状態に応じた個別的支援：保健指導、関係機関との連携（地域薬剤師会や健康サポート薬局等）等

 ③健康教育や普及啓発等 ：健康だより、他部門の取組活用（健康インセンティブ等）等

• 関係部門との連携強化（国が具体的な取組・調整方法等を整理・提示）

• 健康状態の把握に係る実効的な対策について、引き続き検討

効果的な健康管理支援
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「中間的な整理」（令和7年1 2月1 7日）を踏まえた今後の対応

令和７年度
（R8.1～3）

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度～

効
果
的
な
健
康
管
理
支
援

「現行の手引き」に基づく取組の実施

※事業報告に関しては、令和７年度事業の報告以降、簡素化した「新様式」を使用

「改正版手引き」
に基づく取組の
「本格実施」

「被保護者健康管理支援事業の
手引き」の改正

関係部門との連携強化に向けた
各種整理・周知

●事業の枠組みの標準化

・計画的な実施（１期６年）

・評価指標の標準化

・事業内容の整理・標準化

「取組例」を踏まえて３本柱で取組を設定

①健康状態の把握

②状態に応じた個別的支援

③健康教育や普及啓発等

・関係部門との連携強化

●「取組例」の拡充・多様化

・生活習慣の把握

・地域の関係機関と連携した取組

・他部門の取組の活用 など

●事業報告の簡素化

健康管理支援事業ガイドブック（仮称）の作成

●事業全体の準備・検討・調整・実施の手順

●各取組例に係るプログラム例（準備・検討・調整・実施の手順） など

「改正版手引き」に基づく取組に順次移行
＜経過措置期間＞

健康状態の把握に係る実効的な対策

効果的な取組事例の収集・共有、医療扶助・健康管理支援担当者会議の開催

連携状況のフォローアップと課題に応じた対応

赤：国の取組
青：自治体の取組

●健診受診等に係る実態把握（未受診の理由等の課題、受診勧奨の好事例等）

●課題に応じた実効的な対策の検討

第１版作成
自治体の取組状況を把握しつつ
継続的にブラッシュアップ

実態把握
把握された情報等を踏まえつつ
検討会において議論

令和７年度 全国厚生労働関係部局長会議
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令和７年度
（R8.1～3）

令和８年度 令和９年度 令和10年度～

医
薬
品
の
適
正
使
用

適
正
受
診
等

今
後
の
検
討

「中間的な整理」（令和 7年 1 2月 1 7日）を踏まえた今後の対応

医療機関の受診時・薬局利用時にお薬手帳を持参

医療機関・薬局において、お薬手帳や電子処方箋を活用して服薬状況等を確認

新たな取組の検討（かかりつけ医等の普及・推進、訪問看護の適切な実施、投薬・診療等に係るガイドラインや基準・ルール）

●厚生労働科学研究等において、順次、NDBデータを用いた分析を実施。把握された実態・課題等を踏まえつつ、順次、検討会において議論。

現行の通知に基づく
重複・多剤投与対策

お薬手帳の持参原則化
（通知改正）

医療現場の対応
（告示改正）

福祉事務所の対応
（通知改正）

●医療機関・薬局における

お薬手帳や電子処方箋に

よる服薬状況等の確認

●お薬手帳持参の周知・指導等

●重複・多剤投与対策の見直し

（向精神薬を含む）

●年次報告の簡素化

赤：国の取組
青：自治体の取組
緑：医療現場の取組

医療扶助の訪問看護への
個別指導に係る対応
●個別指導の対象選定の参考資料（レセプト

分析）に訪問看護ステーションを追加

指導権限を有する都道府県等による個別指導

※個別指導を通じて把握された実態・課題については、下段の「新たな取組の検討」の中で活用

現行の通知に基づく各種対策

頻回受診対策等の見直し
（通知改正）

改正通知に基づく各種対策に移行

●オン資実績ログ活用（頻回受診傾向等）

●地域の状況に応じた取組の重点化

（頻回受診、長期入院、頻回転院）

●年次報告等の簡素化

●オン資実績ログ活用 ： 簡易活用ツールの普及等を通じて、順次、取組を推進

●地域の状況に応じた取組の重点化 ： 令和８年度以降、指導対象者が減少している自治体等において業務を簡素化

改正通知に基づく重複・多剤投与対策に移行 ～薬学的リスクに応じてメリハリを付けつつ、薬局等への相談勧奨を実施～

①重点的な対応（対面指導・同行支援等）･･･令和８年度以降、従来対象者（15剤以上）を「複数医療機関受診・お薬手帳不持参」等の条件で絞り込み対応

②文書通知等を活用した効率的な対応 ･･･令和８年度以降、順次、「６剤以上かつ複数医療機関受診」を基本に、優先順位も付けつつ対応

お薬手帳持参の周知・指導等

●令和７年度末以降、各種タイミングでの周知（郵送物同封、訪問調査時など）、医療機関等からの情報提供に基づく指導等を実施

＊福祉事務所の対応について、いずれも、令和７年度補正（モデル事業）、令和８年度予算案（適正実施総合事業）を活用可能
＊国においても、対象者抽出を始めとする各種業務を効率的・効果的に実施可能とする方策を検討（次頁参照）

令和７年度 全国厚生労働関係部局長会議
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「中間的な整理」（令和7年1 2月1 7日）を踏まえた今後の対応

令和７年度
（R8.1～3）

令和８年度 令和９年度 令和10年度～

デ
ジ
タ
ル
化
・
デ
ー
タ
活
用

実
施
体
制
の
構
築
・
強
化

医療扶助等の業務効率化・オンライン化に向けた検討

NDB等を活用したデータ分析
支援ツールの機能強化
（新たなツールの開発）

●要否意見書、医療券・調剤券、介護券に係る運用見直し ●オンライン資格確認の普及・活用促進 ●要否意見書のオンライン化 など

※令和８年１月以降、実務的な内容を含めて詳細な検討を行うワーキンググループを開催

統括保健師や保健師等の専門職に対する普及啓発（生活保護分野の課題・取組等）、保健師等の配置に資する取組の検討

検討状況を踏まえて順次対応

レセプト・健診情報等の効率的・効果的な
活用方策について検討

検討状況を踏まえて順次対応
（レセプト管理システムの標準仕様書の見直しなど）

医療扶助・健康管理支援担当者会議の開催
（保健医療専門職と事務職員・ケースワーカーの双方を対象／意見交換の場を設定）

様々な連携に係る効果的な取組事例の収集・共有、各自治体で活用可能な標準的な資材の検討
（保健師等の専門職との協働、ケースワーカー等への知識・理解の普及、地域の医療機関・医療関係者との関係構築 など）

「都道府県による市町村支援」に係る都道府県向け研修の開催、市町村支援ガイドラインの充実
全都道府県における

市町村支援の実施を目指す

都道府県による市町村支援や福祉事務所による取組の中で
実態把握・課題分析等に新ツールを活用（自治体間の比較など）

赤：国の取組
青：自治体の取組

令和７年度 全国厚生労働関係部局長会議
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「経済財政運営と改革の基本方針2025」等における記載内容

経済財政運営と改革の基本方針2025（令和7年6月13日） ＊生活保護関連部分の抜粋

生活保護制度が役割を果たし続けるため、制度の理解促進と適切な運用確保、自立に向けた就労・就学支援、デジタル化を通じた
適正受診・健康管理の推進や現場の業務負担軽減・体制確保など、必要な施策を推進する。生活扶助基準の次回見直しに向け、
一般低所得世帯の消費データの充実・活用に取り組み、社会経済情勢等の動向を踏まえた必要な対応を検討する。

大臣折衝事項（令和6年12月25日） ＊医療扶助関連部分の抜粋

電子データの活用・デジタル化を通じた医療扶助の適正実施に向けて、

・ 頻回受診対策・健康管理支援の強化の観点から、指定医療機関等におけるオンライン資格確認の基盤を通じた医療・薬剤情報等の活用
を促すとともに、指定医療機関等との連携による福祉事務所での情報活用の方策を検討する

・ 医療扶助の適正実施に活用可能な医療情報のデータベースの構築を図ることなどにより、福祉事務所における多剤・重複投薬等のデータ抽
出作業の効率化を図りつつ、多剤投薬について、医療保険の取組を参考に、より多くの対象者への指導を検討する  

など、データを有効活用した効率的かつ効果的な対策を講ずる。

大臣折衝事項（令和７年12月24日） ＊医療扶助関連部分の抜粋

医療扶助の適正実施に向けて、電子データの活用・デジタル化の観点から、引き続きオンライン資格確認の利用を推進する。あわせて、福祉事
務所におけるレセプト管理システムの標準仕様書において、医療機関・調剤薬局単位での診療・処方・調剤状況等の確認や指導対象者に係る
抽出基準の柔軟な変更等が可能となる機能を盛り込む方向で、具体的な検討を開始する。

また、多剤・重複投薬への対策を強化するため、生活保護受給者によるお薬手帳の持参を原則化する。あわせて、既に医療機関・調剤薬局の
義務とされている服薬状況及び薬剤服用歴の確認に当たっては、電子処方箋又はお薬手帳を活用して実施することを明確化する。

医療扶助・健康管理支援等に関する検討会
（第１回） 資料２

（一部改）
令和７年10月２日
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「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」の当面の進め方

⚫ 当面は、「中間的な整理」において「引き続き検討」とされた内容を中心に、さらに議論を深めていく。

⚫ 併せて、「中間的な整理」を踏まえた各種見直しの取組状況等も随時報告。より効果的な取組となるようご意見を

いただく。

＜当面の主な検討項目＞

効果的な健康管理支援

●健康状態の把握に係る実効的な対策について、今年度、国の調査研究事業において実態把握・課題

整理を進め、その結果等も踏まえつつ、本検討会で議論 【令和９年度以降を想定】

●R8.3に手引きを改正した健康管理支援事業について、国・自治体の取組状況を随時報告

医薬品の適正使用や

適正受診に向けた取組等

●医薬品の適正使用に係る論点（残薬への対応、個人情報の取扱い、向精神薬の不正入手等

への対応など）等について、順次議論 【次回以降】

●新たな取組（かかりつけ医等の普及・推進、訪問看護の適切な実施、診療・処方等に係るガイドライン

や基準・ルール）について、NDBデータ分析の状況等も踏まえ、順次議論 【次回以降】

●R8.3の告示・通知改正に基づく各種取組について、取組状況を随時報告

医療扶助・健康管理支援

や介護扶助における

デジタル化やデータ活用

●医療扶助等の給付手続の効率化・デジタル化について、ワーキンググループや医療DX関連

施策（診断書等の電子的提出など）の検討状況等も踏まえ、順次議論 【本日の議題２】

●健康・医療データの利活用について、調査研究事業等の状況等も踏まえつつ、順次議論

【本日の議題２】

実施体制の構築・強化 ●保健医療専門職との連携等や都道府県による市町村支援等に関する取組状況を随時報告
8



●  「中間的な整理」を踏まえた工程表と

本検討会の当面の進め方

●  これまでの対応状況

１．効果的な健康管理支援

２．医薬品の適正使用や適正受診に向けた取組等

３．医療扶助・健康管理支援や介護扶助における

デジタル化やデータ活用 → 本日の議題２

４．実施体制の構築・強化
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「中間的な整理」（令和7年1 2月1 7日）を踏まえた今後の対応

令和７年度
（R8.1～3）

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度～

効
果
的
な
健
康
管
理
支
援

「現行の手引き」に基づく取組の実施

※事業報告に関しては、令和７年度事業の報告以降、簡素化した「新様式」を使用

「改正版手引き」
に基づく取組の
「本格実施」

「被保護者健康管理支援事業の
手引き」の改正

関係部門との連携強化に向けた
各種整理・周知

●事業の枠組みの標準化

・計画的な実施（１期６年）

・評価指標の標準化

・事業内容の整理・標準化

「取組例」を踏まえて３本柱で取組を設定

①健康状態の把握

②状態に応じた個別的支援

③健康教育や普及啓発等

・関係部門との連携強化

●「取組例」の拡充・多様化

・生活習慣の把握

・地域の関係機関と連携した取組

・他部門の取組の活用 など

●事業報告の簡素化

健康管理支援事業ガイドブック（仮称）の作成

●事業全体の準備・検討・調整・実施の手順

●各取組例に係るプログラム例（準備・検討・調整・実施の手順） など

「改正版手引き」に基づく取組に順次移行
＜経過措置期間＞

健康状態の把握に係る実効的な対策

効果的な取組事例の収集・共有、医療扶助・健康管理支援担当者会議の開催

連携状況のフォローアップと課題に応じた対応

赤：国の取組
青：自治体の取組

●健診受診等に係る実態把握（未受診の理由等の課題、受診勧奨の好事例等）

●課題に応じた実効的な対策の検討

第１版作成
自治体の取組状況を把握しつつ
継続的にブラッシュアップ

実態把握
把握された情報等を踏まえつつ
検討会において議論

令和７年度 全国厚生労働関係部局長会議

10



生活保護受給者の健康管理支援の推進 ～被保護者健康管理支援事業～

• 生活保護受給者を対象に、日常生活の自立や就労・社会参加に向けた生活機能の維持・向上を目的として、医療保険

のデータヘルスを参考に、生活習慣病の発症・重症化予防の取組や、健康教育・健康相談の取組を実施。

※生活保護受給者の多くは公的医療保険の被保険者となっておらず、医療保険者が実施する保健事業の対象となっていない。

• 令和３年から全福祉事務所で実施。令和８年３月に、福祉事務所の課題（専門職不足・ノウハウ不足等）や、第３期

データヘルス計画（令和６～11年度）の取組状況を踏まえ、事業の枠組みについて見直しを実施。【R12～本格実施】

＜健康管理支援事業の全体の流れ＞
＜保健事業の３つの柱と取組例＞

＜関係部門との連携＞

A 健康状態の
把握

B 状態に応じた
個別的支援

C 健康教育や
普及啓発等

（健診の実施）
※保健衛生部門

医療機関受診勧奨 健康だより等の発行

健診受診勧奨 保健指導・生活支援
庁内の施策の案内

(健康教室、健康ポイント等)

生活習慣把握
主治医と連携した保健指導・

生活支援（重症化予防）

地域の社会資源の案内
(サロン・ボランティア等)

検診受診勧奨
庁内関係部署へのつなぎ

(健康相談、精神、介護予防等)

就労支援の来所日を
活用した健康相談等

地域の関係機関へのつなぎ
(健康サポート薬局、自助グループ等)

保健衛生部門

データヘルス
計画所管部門

福祉事務所

• 被保護者向け健診等
• 健康教室、健康相談等

拡充

強化

• ６年１期で、健康課題を踏まえた事業方針の作成と評価を実施

• 個別の保健事業内容は、毎年度の振り返りを経て、着実に改善

• 自治体間比較や全国的な状況把握等を通じて、国・都道府県が支援

専門職の確保が困難な自治体でも実施可能な取組、福祉事務所以外の実施
主体に専門的な対応を委ねる取組など取組例を追加

• データヘルス計画
• 保健事業の企画

ノウハウ・
健康課題等の共有

• 健康管理支援事業等

・ 現状の整理および健康課題の抽出

・ 評価指標の設定を含めた事業方針の作成

１ 事業方針の作成（６年に１度）

計画
Plan

① 保健事業の内容の検討

② 保健事業の実施

③ 保健事業の振り返り

２ 保健事業の実施（毎年）

実行
Do

・ 事業方針の評価と次期事業方針への反映

３ 事業方針の評価（６年に１度）

評価
Check

改善
Action

新規

新規

継続

Plan

Do

Check

Action
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被保護者健康管理支援事業等と健康増進施策・データヘルス等との連携について

• 生活保護制度主管部局においては、生活保護受給者の自立した日常生活や就労・社会参加に向けて生活機能の維持・向上を図

るため、被保護者健康管理支援事業により、生活習慣病の発症・重症化の予防など健康状態の改善等に取り組んでいる。

• 生活保護制度主管部局と衛生主管部局・データヘルス計画所管部局との連携等を通じ、生活保護受給者と被保険者双方に係る

地域の健康課題の全体像や保健事業の実施状況等について認識共有を進め、効果的な保健事業につなげることが重要である。

＊「被保護者健康管理支援事業の手引き」や自治体の取組事例、連名通知の詳細については厚生労働省のWebページ参照

生活保護制度
主管部局

（福祉事務所）

• 健康管理支援事業

• 医薬品の適正使用や
適正受診等に関する
取組

衛生主管部局

• 健康増進事業

健康診査、保健指導、
健康教育や健康相談等

• 健康インセンティブ、
パーソナルヘルスレコード等
の健康増進に資する取組

ケースワーカー等と保健師など保健医療専門職との協働

• 生活保護制度主管部局から統括保健師に対し、課題や取組状況等を説明の上、保健師の関与・併任など協力を依頼
• 保健師のほか、管理栄養士・歯科衛生士等も含めた多職種連携（課題・取組状況の共有など）
• ケースワーカー等が健康に関する知識・理解を深めるための研修会や多職種でのケースカンファレンスの開催 等

地域の課題や
取組のノウハウ共有

・研修／意見交換への同席
・分析等を同一機関へ委託

等

健診・保健指導
結果の共有のため

の調整

取組の情報提供

効率的・効果的な施策の推進に向けたリーダーシップの発揮

• 「誰一人取り残さない健康づくり」に向け、関係部局に共通する業務を効率的・効果的に実施

＊共通業務：データ分析、課題の抽出、課題に対応した施策・保健事業の企画・評価

• 具体的には、健康管理支援事業の事業方針と他の行政計画との一体的な作成等、運用を工夫

関係部局長

保健師等の
保健医療専門職

市町村 データヘルス

計画所管部局

• データヘルス計画の
策定・評価

• データヘルス計画に
基づく保健事業の
企画・実施・評価

市町村・
後期高齢者
医療広域連合都道府県

・市町村

令和８年３月31日 社会・援護局保護課長、健康・生活衛生局健康課長、保険局国民健康保険課長、保険局高齢者医療課長 連名通知
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【取組状況】健康管理支援に関する国の取組（令和８年度）

⚫ 令和８年度は、厚生労働省において、主に以下の取組を実施

• 「被保護者健康管理支援事業の手引き（第２版）」に基づく取組を推進するための「自治体向けガイドブック（仮称）」を作成

• 健康状態の把握（健診等）の実効的な対策検討に向けて、実態把握（未受診の理由等の課題、受診勧奨の好事例等）を実施

令和８年度 厚生労働科学特別研究事業

「被保護者健康管理支援事業の標準的な実施の推進に係る研究」（研究代表者：津下一代）

令和７年度末に改正する手引きに基づく標準化された事業の実施・評価が、全国の福祉事務所において実施できるよう、医療保険者の

保健事業の知見を活用しつつ、事業の具体的な手順を示す「健康管理支援事業ガイドブック（仮称）」を作成することを目的とする。

併せて、福祉事務所がレセプトデータおよび健診や保健指導情報等を活用し、事業の評価を効率的・効果的に実施できるよう、生活保

護／レセプト管理システムを活用したデータ利活用の在り方も検討・整理する。

令和８年度社会福祉推進事業

「被保護者健康管理支援事業の効果的・効率的な実施方法の確立に向けた調査研究」

検討会の「中間的な整理」を踏まえ、保健事業の起点となる「健康状態の把握（健診等）」や、検討会で多く指摘をいただいた「庁内

他部門や地域の医療機関との連携」を中心に、効果的・効率的な実施方法の提示に向けて実態調査・好事例収集を行う。

①健康状態の把握に係る実態・課題等の整理（アンケート調査・ヒアリング等）

・ 被保護者に対する健診の実態、未受診の理由、実施体制の課題等

・ 対象者の状況に応じた健診受診勧奨の優先度

・ 被保護者自身の健診等への認識

・ 健診以外の手法による健康・生活課題の把握方法の実態 等

②被保護者健康管理支援事業の好事例収集

庁内他部門との連携（ノウハウ共有や各種施策の活用等）、地域の医療機関・関係機関との連携、被保護者の健康意識の向上に効果的な取組、

被保護者の社会参加の促進等の観点で好事例を選定。当該取組による「定量的な効果」も含めた情報収集に努める。
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●  「中間的な整理」を踏まえた工程表と

本検討会の当面の進め方

●  これまでの対応状況

１．効果的な健康管理支援

２．医薬品の適正使用や適正受診に向けた取組等

３．医療扶助・健康管理支援や介護扶助における

デジタル化やデータ活用 → 本日の議題２

４．実施体制の構築・強化
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令和７年度
（R8.1～3）

令和８年度 令和９年度 令和10年度～

医
薬
品
の
適
正
使
用

適
正
受
診
等

今
後
の
検
討

「中間的な整理」（令和 7年 1 2月 1 7日）を踏まえた今後の対応

医療機関の受診時・薬局利用時にお薬手帳を持参

医療機関・薬局において、お薬手帳や電子処方箋を活用して服薬状況等を確認

新たな取組の検討（かかりつけ医等の普及・推進、訪問看護の適切な実施、投薬・診療等に係るガイドラインや基準・ルール）

●厚生労働科学研究等において、順次、NDBデータを用いた分析を実施。把握された実態・課題等を踏まえつつ、順次、検討会において議論。

現行の通知に基づく
重複・多剤投与対策

お薬手帳の持参原則化
（通知改正）

医療現場の対応
（告示改正）

福祉事務所の対応
（通知改正）

●医療機関・薬局における

お薬手帳や電子処方箋に

よる服薬状況等の確認

●お薬手帳持参の周知・指導等

●重複・多剤投与対策の見直し

（向精神薬を含む）

●年次報告の簡素化

赤：国の取組
青：自治体の取組
緑：医療現場の取組

医療扶助の訪問看護への
個別指導に係る対応
●個別指導の対象選定の参考資料（レセプト

分析）に訪問看護ステーションを追加

指導権限を有する都道府県等による個別指導

※個別指導を通じて把握された実態・課題については、下段の「新たな取組の検討」の中で活用

現行の通知に基づく各種対策

頻回受診対策等の見直し
（通知改正）

改正通知に基づく各種対策に移行

●オン資実績ログ活用（頻回受診傾向等）

●地域の状況に応じた取組の重点化

（頻回受診、長期入院、頻回転院）

●年次報告等の簡素化

●オン資実績ログ活用 ： 簡易活用ツールの普及等を通じて、順次、取組を推進

●地域の状況に応じた取組の重点化 ： 令和８年度以降、指導対象者が減少している自治体等において業務を簡素化

改正通知に基づく重複・多剤投与対策に移行 ～薬学的リスクに応じてメリハリを付けつつ、薬局等への相談勧奨を実施～

①重点的な対応（対面指導・同行支援等）･･･令和８年度以降、従来対象者（15剤以上）を「複数医療機関受診・お薬手帳不持参」等の条件で絞り込み対応

②文書通知等を活用した効率的な対応 ･･･令和８年度以降、順次、「６剤以上かつ複数医療機関受診」を基本に、優先順位も付けつつ対応

お薬手帳持参の周知・指導等

●令和７年度末以降、各種タイミングでの周知（郵送物同封、訪問調査時など）、医療機関等からの情報提供に基づく指導等を実施

＊福祉事務所の対応について、いずれも、令和７年度補正（モデル事業）、令和８年度予算案（適正実施総合事業）を活用可能
＊国においても、対象者抽出を始めとする各種業務を効率的・効果的に実施可能とする方策を検討（次頁参照）

令和７年度 全国厚生労働関係部局長会議
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医療現場における医薬品の適正使用に向けた対応の強化

⚫ 生活保護受給者の高齢化が進行。全年齢層でも、他制度と比べ、外来受診者の薬剤数が多く、重複投薬の割合も高い傾向。

⚫ 薬物有害事象のリスク低減と医療扶助の適正化の観点から、医療現場において、重複投薬や併用禁忌の薬剤投与の防止等に向けて

適切に対応されるよう取組を進める。

➢ 生活保護受給者について、医療機関の受診時と薬局の利用時に、お薬手帳（１冊限定）を持参することを原則とする。

➢ 医療機関・薬局について、これまでも、診察時・調剤時には、患者の服薬状況等を確認しなければならないこととしているところ、医

療扶助の給付に当たっては、お薬手帳等を活用して当該確認を行うこととする。

＜福祉事務所＞

＜医療機関＞

＜薬局＞

＊将来的には、「電子処方箋管理サービス」を活用した服薬状況の確認を主たる取扱いとすることを目指す。
（現状、医療機関等における医療扶助オンライン資格確認の導入率は約60％、生活保護受給者におけるマイナンバーカードの利用登録率は約40％）

医療機関・薬局が指導しても持参しない場合、福祉事務所に状況共有

（医療要否意見書への記載等）

「お薬手帳の原則持参」について周知・指導

（郵送物への同封、家庭訪問など）

＜電子処方箋システムを導入済の場合＞

○マイナンバーカードによる資格確認が可能な場合
→薬剤情報を閲覧して服薬状況等を確認

○マイナンバーカードによる資格確認が不可能な場合
→薬剤情報の登録と重複投薬等チェックを実施

持参しない者には重ねて指導

※福祉事務所の重複・多剤投与対策で、

優先順位を上げて対応

周知・指導

福祉事務所

お薬手帳等で服薬状況等を確認

重複投薬等を未然防止

医療機関・薬局

 受診時・薬局利用時にお薬手帳を持参

 （１冊限定／電子版お薬手帳もOK）

患者

持参しない者には

適切な処方・調剤に

必要である旨を指導
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周知用リーフレット（標準版／厚労省作成）
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福祉事務所による重複・多剤投与対策の強化

⚫ 医療現場の取組と併せて、福祉事務所において、特に薬物有害事象のリスクが高い「重複・多剤投与者」を確認し、薬剤師等の専

門職による対応につないでいくことも重要。福祉事務所の実施体制を踏まえ、リスクに応じた段階的なアプローチを実施。

➢ 重複・多剤投与の該当者に「薬剤一覧（服薬情報）」を提供、薬局利用時に薬剤一覧を持参、薬局において専門的な対応を実施

➢ 特にリスクが高い者（15剤以上・複数医療機関・お薬手帳持参無しなど）は、対面で薬剤一覧を手交・指導するなど重点的に対応

＜福祉事務所＞

＜医療機関＞＜薬局＞

重点的な対応（特にリスクが高い者を対象） 文書を活用した対応（一定のリスクがある者を対象）

【対象者】

・重複投薬（同一成分・複数医療機関）

・多剤投与（15種類以上・複数医療機関）

【特に優先的に対応】

・お薬手帳を持参していない者

・向精神薬の重複投薬

＜患者＞

対面指導で、薬局に薬剤一覧

を持参・相談するよう指導

薬局に薬剤一覧を持参

薬剤師が服薬状況等を確認

処方医に照会・相談

照会・相談を踏まえ

必要に応じて処方を変更

対面指導に従わない場合

・薬局への同行支援

・訪問薬剤管理指導等の

利用に向けた調整

＜福祉事務所＞

＜医療機関＞＜薬局＞

＜患者＞

薬剤一覧を郵送・手交等

薬剤師が服薬状況等を確認

処方医に照会・相談

照会・相談を踏まえ

必要に応じて処方を変更

薬局に薬剤一覧を持参

【対象者】

・重複投薬（同一成分・複数医療機関）

・多剤投与（６種類以上・複数医療機関）

【優先順位付けを実施】

・65歳以上の者 ・９種類以上の者

・お薬手帳を持参していない者 など
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薬剤一覧に添付する頭紙（標準版／厚生労働省作成）
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頻回受診等に係る効果的・効率的な対策

⚫ 頻回受診対策等の取組に関しては、長期にわたる対策を通じて効果が発現。指導対象者の減少や、効果的な対策に向けた課
題（受診行動の習慣化、孤独・孤立等の背景要因等）を踏まえ、より効果的・効率的な対策を講じていく必要。

⚫ このため、①オンライン資格確認の実績ログ機能を活用した適正受診指導を進めるとともに、②福祉事務所の状況に応じた
取組の重点化（一定の取組の停止・中断）を可能とする。

①医療扶助のオンライン資格確認を活用した適正受診指導 ②福祉事務所の状況に応じた取組の重点化

⚫ 福祉事務所において、オンライン資格確認の実績ログを集計・分析

（資格確認を実施した患者、医療機関、日時を把握可能）

⚫ 把握した結果を踏まえ、以下の対応を実施

➢ 未委託で受診している者への早期の指導

➢ 頻回受診の傾向のある者（同一月内で15日以上の資格確認）

に対する早期の状況確認とその結果に応じた対応 等

福祉事務所 オンライン資格確認等システム

被保護者
医療機関等

資格情報等の

照会
資格情報等

の返却

オンライン資格確認

医療機関等への受診

実績ログの連携（日次）

実績ログの分析を
踏まえた対応（※）

（実績ログの情報）
・受給者番号・公費負担者番号
・受診日時
・委託状況
・医療機関コード 等

中断を可能とする取組

頻回受診者に対する適正受診指導
「頻回受診者に対する適正受診指導について」（平成14年3月22日付社援保発第0322001号厚生労働省社会・援
護局保護課長通知）

長期入院患者の実態把握
「医療扶助における長期入院患者の実態把握について」（昭和45年４月１日付社保第72号厚生省社会局保護課
長通知）

頻回転院患者の実態把握
「医療扶助における転院を行う場合の対応及び頻回転院者の実態把握について」（平成26年８月20日付社援保
発第0820第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）

取組の
停止・中断

中断した
取組の再開

停止・中断
中の取組

○一定の福祉事務所（※）は、頻回受診指導等の中断を可能とする。

（※）･指導対象者がいない、又は、新たな把握対象者がいない福祉事務所
･他の適正受診に資する取組に重点化する福祉事務所 等

○年一回、レセプト抽出により対象者（指導候補者）の数を把握

○年一回のレセプト抽出において、対象者数に一定（※）の増加が
認められる場合には、取組を再開する

（※）中断した際よりも、対象者が「5人」増加している場合、又は、被保護
者数に対する対象者数の割合が2割増加している場合

○オンライン資格確認（実績ログ機能）を活用した取組を実施する福
祉事務所は、頻回受診指導の停止を可能とする。
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被保護者健康管理支援事業と医療扶助等適正実施総合事業の一体的運用

○ 自治体においては、被保護者の健康・医療に関する取組について、以下のとおり２つの事業（負担金・補助金）を活用しつつ実施。
①  健康状態・生活機能の維持・向上を目的とした健康管理支援の取組 ： 被保護者健康管理支援事業を活用

②  医薬品の適正使用や適正受診等に資する取組 ： 医療扶助等適正実施総合事業を活用

○ いずれの取組も保健医療専門職の関与が効果的であること、双方の観点を持つ取組（例：健康サポート薬局と連携したポリファーマシー普及

啓発等）が重要と考えられることから、「被保護者健康管理支援事業の手引き（第２版）」において、両事業を担当する非常勤職員を雇用す

ること等も可能である旨（負担金等の申請に際しては従事時間等により費用を按分）を改めて明確化したところ。

○ 今後、福祉事務所の限られた人的体制等を前提に、健康・医療に関する課題全体を俯瞰し、適切に優先順位を付けながら取組を進めること

ができるよう、両事業の一体的運用に向けた方策について引き続き検討。

※ 医療保険の保健事業では、生活習慣病の発症予防・重症化予防等の取組と医療費適正化の取組、双方について実施されている。

目的 負担金等名称 事業名 事業内容

健康管理支援
生活困窮者自立相談支援
事業費等負担金

被保護者健康管理支援事業 健康状態・生活習慣の把握、
保健指導・生活支援 等

医薬品の適正使用や
適正受診等

生活困窮者就労準備支援
事業費等補助金

医療扶助等適正実施総合事業 重複・多剤投与対策、
適正受診指導 等

福祉事務所
保健医療の専門職

【健康管理支援、医薬品の適正使用や適正受診等に資する取組の実施方法】

上記２事業を一体的に運用する場合の例

人件費600万円 従事時間比率：２（被保護者健康管理支援事業）

従事時間比率：１（医療扶助等適正実施総合事業）

負担金として
400万円を申請

補助金として
200万円を申請 21

上記２事業を
担当する非常勤
職員等を配置

※ 按分は、① 従事時間による按分、② ①が困難である場合には各業務の支援対象者数の割合で按分する等の合理的な方法のいずれかで行う。



●  「中間的な整理」を踏まえた工程表と

本検討会の当面の進め方

●  これまでの対応状況

１．効果的な健康管理支援

２．医薬品の適正使用や適正受診に向けた取組等

３．医療扶助・健康管理支援や介護扶助における

デジタル化やデータ活用 → 本日の議題２

４．実施体制の構築・強化
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「中間的な整理」（令和7年1 2月1 7日）を踏まえた今後の対応

令和７年度
（R8.1～3）

令和８年度 令和９年度 令和10年度～

デ
ジ
タ
ル
化
・
デ
ー
タ
活
用

実
施
体
制
の
構
築
・
強
化

医療扶助等の業務効率化・オンライン化に向けた検討

NDB等を活用したデータ分析
支援ツールの機能強化
（新たなツールの開発）

●要否意見書、医療券・調剤券、介護券に係る運用見直し ●オンライン資格確認の普及・活用促進 ●要否意見書のオンライン化 など

※令和８年１月以降、実務的な内容を含めて詳細な検討を行うワーキンググループを開催

統括保健師や保健師等の専門職に対する普及啓発（生活保護分野の課題・取組等）、保健師等の配置に資する取組の検討

検討状況を踏まえて順次対応

レセプト・健診情報等の効率的・効果的な
活用方策について検討

検討状況を踏まえて順次対応
（レセプト管理システムの標準仕様書の見直しなど）

医療扶助・健康管理支援担当者会議の開催
（保健医療専門職と事務職員・ケースワーカーの双方を対象／意見交換の場を設定）

様々な連携に係る効果的な取組事例の収集・共有、各自治体で活用可能な標準的な資材の検討
（保健師等の専門職との協働、ケースワーカー等への知識・理解の普及、地域の医療機関・医療関係者との関係構築 など）

「都道府県による市町村支援」に係る都道府県向け研修の開催、市町村支援ガイドラインの充実
全都道府県における

市町村支援の実施を目指す

都道府県による市町村支援や福祉事務所による取組の中で
実態把握・課題分析等に新ツールを活用（自治体間の比較など）

赤：国の取組
青：自治体の取組

令和７年度 全国厚生労働関係部局長会議
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【検討状況】生活保護部局における保健師の配置について

「中間的な整理」を踏まえ、国において保健師の配置に資する取組を検討するに当たり、自治体を対象に、生活保護部局におけ
る保健師の配置に関するアンケートを実施。今後、当該結果も踏まえつつ取組を検討。

調査期間：令和８年３月26日～５月12日
回答数256 所属 ：都道府県44、指定都市・中核市44、一般市157、町村11 ※本庁28、福祉事務所228

  回答者：常勤保健師24、非常勤保健師16、看護師８、他の保健医療専門職２、事務職・ケースワーカー195、その他11

⚫ 「保健師の配置なし」が70％強を占め、保健師が配置できない理由については「財政的な課題がある」や「保健師を配置す
る必要性の説明が難しい」という回答が多かった。

保健師の配置状況

常勤または非常勤保健師の配置あり：71（28.0%） 保健師の配置なし：185（72.0%）

24

（保健師の配置がない自治体）配置できない理由（複数回答可） n = 183

財政的な課題がある

保健師を配置する必要性の説明が難しい（交付税措置の

対象となっておらず、配置に向けた要望・交渉が困難）

保健師を配置する必要性の説明が難しい（業務内容（専

門性、業務量等）について説明が困難）

庁内で他に優先する業務があり、配置は困難との説明を

受けている

募集をしているが応募がない

その他



【検討状況】生活保護部局における保健師の配置について

⚫ 保健師の配置の必要性について、約７割が「必要だと思う」と回答した。

⚫ なお、「必要だと思わない」とする自治体についても、詳細な理由等をみると「他課の保健師に兼務／協力／助言してもら
っている」「必要に応じて連携が取れる体制である」といった回答が多かった。

（保健師の配置がない自治体）保健師の配置が必要だと思うか n = 182

理由

• 業務を実施する上で保健医療の専門的な知識

や技術が必要なため

• 庁内の連携において必要なため

• 地域の関係団体（医師会・薬剤師会等）や

関係機関との連携において必要なため

• その他

115

40

34

１

理由

• 保健師ではなく看護師が配置されており、

対応可能なため

• 保健師・看護師以外の保健医療専門職

（管理栄養士等）で対応可能なため

• 保健医療専門職の配置は無いが、特段対応に

課題はないため

• その他

８

４

38

14
25

多く見られた詳細な理由等（自由記載・他設問への回答）

・他課の保健師に兼務／協力／助言してもらっている

・必要に応じて連携が取れる体制である



【検討状況】生活保護部局における保健師の配置について

保健師による実施が必要と考える業務内容（複数回答可） n = 253

被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業

医
療
扶
助
の
適
正
実
施

⚫ 保健師による実施が必要と考える業務内容として、被保護者健康管理支援事業では「現状の整理および健康課題の抽出」、
「保健事業の実施」や「庁内関係部局との連携・調整」、医療扶助の適正実施では「対象者の選定」や「指導」、「改善状
況の確認」との回答が特に多かった。
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【取組状況】医療扶助・健康管理支援等に関する担当者会議

⚫ 「中間的な整理」を踏まえた見直しの内容についての説明、被保護者健康管理支援事業に係る自治体の取組事例の共有、自
治体間の交流を目的として令和８年２月25日に開催。

⚫ 令和８年度は６月下旬に開催予定

時間 内容

13:00 開会挨拶
開会挨拶
社会・援護局 保護課保護事業室長

13:05 行政説明
「医療扶助・健康管理支援等に係る取組の見直し内容について」
社会・援護局 保護課保護事業室

13:55 特別講演
「被保護者健康管理支援事業のこれまでとこれから」
京都大学社会的インパクト評価学講座 西岡 大輔 氏

14:25 休憩

14:35 事例発表

島原市「長崎県島原市における被保護者健康管理支援事業の
取り組みについて」
長崎県島原市 福祉保健部福祉課保護班
川田 裕成 氏・西里 寿梨 氏

福島市「多様な場を活用した健康管理支援事業の取り組み」
福島市健康福祉部生活福祉課保護第一係
主任保健師 細貝 真由 氏

15:15 質疑応答 登壇：西岡 氏・川田 氏・西里 氏・細貝 氏

15:35 休憩

15:45 交流会 グループに分かれて、参加自治体同士でディスカッション

16:35 事務連絡 27



【取組状況】「都道府県による市町村支援」に関する国の取組（令和８年度）

⚫ 令和８年度は、令和６年度から実施している「市町村支援に関する都道府県向け研修」に加え、モデル的な取組の

組成を目指した「都道府県を対象とした伴走支援」を実施。

令和８年度社会福祉推進事業

「医療扶助等における「都道府県による市町村支援」の推進に向けた調査研究」

「都道府県による市町村支援」について、国は、データ分析を行うべき共通指標やガイドラインの策定、分析支援

ツールの配布や研修会の開催など、全ての都道府県における実施を目指して取組を進めているところであるが、都道

府県が取組を進める際には様々な障壁（人員不足、ノウハウ不足等）がある。このため、本事業では、希望する自治

体に対し伴走支援を行い、横展開可能なモデル的な取組の組成を目指すとともに、取組を推進するために必要な「国

による技術的支援」を明らかにし、それらを踏まえ、ガイドラインの改定内容を報告書としてまとめるものとする。

① ３～５都道府県を対象に伴走支援の実施

（現状・課題の整理、取組方策の検討・提案・実施・評価 等）

② 「①伴走支援」の事例等の取りまとめ、市町村支援ガイドラインの内容（共通指標を含む）の検証と改定内容

の提言

28



参考資料
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「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」の進め方

●本検討会では、各検討事項について、調査研究事業等の成果も活用しながら、「当面の取組」と「中長期的な方向性」を議論。
令和７年中を目途に「中間的な整理」を実施。

●令和８年以降、厚生労働省において、「中間的な整理」を事業・運用の見直しに順次反映。
併せて、本検討会は、令和８年以降も継続的に開催。「中間的な整理」に沿って、医療DX等の動向を踏まえた継続的な議論や、
事業・運用の見直し後の状況に関するフォローアップ等を実施。

令和７年度 令和８年度
以降４月－９月 10月－12月 １月－３月

医療扶助・健康管理支援等

に関する検討会

中間的な整理を踏まえ

事業・運用を見直し
順次施行

専門的な調査研究事業等

●健康管理支援事業 ：福祉事務所における実施状況調査、事業の手引きの見直し

●医薬品の適正使用・適正受診：福祉事務所における実施状況調査、医療保険分野等における取組状況調査

●医療扶助等のデジタル化 ：医療DX等の動向を踏まえた医療扶助等のデジタル化の具体的方策

施策に反映

●中間的な整理を踏まえ

必要な調査研究等を実施

調査結果等を

報告

検討会の

議論を共有

●医療DX等の動向を踏まえつつ継続的に議論

●事業・運用の見直し後の状況をフォローアップ

必要に応じ

見直し

●検討事項について、

当面の取組と中長期的

な方向性を議論

実施状況や

調査結果等を報告

＜検討事項＞

●効果的な健康管理支援

●医薬品の適正使用や適正
受診に向けた取組等

●医療扶助・健康管理支援
や介護扶助におけるデジタ
ル化やデータ活用 等

中間的な
整理

医療扶助・健康管理支援等に関する検討会
（第１回） 資料２

令和７年10月２日
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・・・

⚫ ・・・

「高齢者の保健事業 基礎資料」より抜粋
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市町村における『高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施』のための進捗チェックリストガイド
（令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 政策科学総合研究事業）より抜粋
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「高齢者の保健事業 基礎資料」
より抜粋
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健康増進法に基づく健診受診率等の推移
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な
し

※健康増進法施行規則第４条の２に基づく、生活保護受給者等の医療保険に制度上加入できない者への健康診査

出典：地域保健・健康増進事業報告を用いて、保護課保護事業室において作成。

医療扶助・健康管理支援等に関する検討会
（第２回） 資料

令和７年10月30日
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高齢者の保健事業のあり方検討
ワーキンググループ（第19回） 資料

１
令和７年９月３日
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都道府県によるデータ分析等を通じた市町村支援の枠組み

• 令和６年４月に成立した改正生活保護法において、都道府県が広域的な観点から、医療扶助や被保護者健康管理
支援事業の実施状況等に関するデータ分析等を行い、市町村に対し、取組目標の設定・評価や必要な助言その他
の援助を行う枠組みを創設。

✓ 各都道府県で、管内市町村における医療扶助や健康管理支援に関連するデータを比較しながら、各地域の状況・課題を可視化

✓ データに基づく課題把握を行うことにより、保健・医療・介護担当部局や管内市町村、医療関係者等との課題認識の共有・連携が容易に

✓ より実効的な医療扶助の適正実施（頻回受診や多剤・重複投薬の適正化等）や健康管理支援の取組（生活習慣病の予防や早期発見、重症化予防
等）の検討・実施に寄与

改正の趣旨・効果
令和７年４月１日施行

Plan

①管内市町村別・指標別

データの分析（平均と

の乖離の要因分析）

②優先的取組課題の検討

③課題に対応した取組

内容の検討

④福祉事務所や医療関係

者からの意見聴取

Action

⑪前年度取組内容を

必要に応じて見直し

⑫新たな取組内容の検討

Check

⑨都道府県としての取組

結果の把握

⑩目標に対する取組の

進捗状況の要因分析

Do

⑥福祉事務所へデータの

分析結果・目標の共有、

課題提示

⑦都道府県としての取組

内容の共有・実施

⑧データ分析等の結果、

特に改善が必要な福祉

事務所に対し、目標設定

や取組の支援

都道府県

現状・健康課題の把握

自治体毎に現状を

調査・分析し、

被保護者の健康課題を

把握（地域分析を実施）

事業評価

設定した評価指標に沿い

ストラクチャー、

プロセス、アウトプット、

アウトカム評価を実施

事業実施

リスクに応じて階層化し

集団／個人への介入を実施

※社会参加、生活支援等の側

面に留意した取組も実施

事業企画

地域分析に基づき、事業方針

を策定。

• 被保護者健康管理支援事業
• 頻回受診対策
• 重複・多剤投薬対策
• 長期入院対策
• 後発医薬品の使用促進
• レセプト点検

各福祉事務所

共通指標の策定

データ分析支援ツールの提供

• 被保護者の医療の受診動向
• 医薬品の適正使用
• 被保護者の生活習慣病予防・

重症化予防
• 健康管理支援事業の実施状況

頻回受診指導対象者割合や重複・
多剤投与率、健診・保健指導実施率
など、被保護者の医療や健康管理等
に関して、都道府県・福祉事務所別
データを整理・集約

国

新たな枠組み
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都道府県による市町村支援の段階的な推進

○ 「都道府県による市町村支援の枠組み」は、法律上は「努力義務」ではあるものの、全ての都道府県において取組が実施さ

れるよう、段階的に推進。まずは、令和７年度中に、全ての都道府県において、管内市町村に対する分析結果の整理・共有に

着手されるよう、対応を依頼しているところ。

○ 今後、全ての都道府県において、令和９年度を目途に優先課題・目標の設定、令和10年度を目途に市町村への技術的支援が

実施されるよう、国としても、各都道府県の取組状況や課題を把握しつつ、事例共有や研修開催など必要な支援を実施。

R６

R7

R8

R9

R10 R11

国において共通指標を設定す

るとともに、共通指標に係るデ

ータ分析支援ツールを提供

目標達成状況

を検証

次期（R17）

に向けた目標を

設定

【国】

【全ての都道府県】

データ分析支援ツールを活用し、

特に重要な指標を中心に、管

内市町村の状況を整理・共有

管内市町村の実態把握

優先課題・都道府県目標の設定に向けた検討

（準備が整ったところから順次）優先課題・

都道府県目標を設定

管内市町村に対する技術的支援（研修、派遣等）を開始
37
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